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「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則及び自転車駐車場の附置

等に関する手引の一部改正」に対して寄せられた御意見について 

 

 

 

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則及び自転車駐車場の附置

等に関する手引の一部改正について、令和７年５月 28 日から同年６月 26日ま

で意見公募したところ、計１件の御意見をいただきました。  

 

お寄せいただいた御意見と、それらに対する本市の考え方について、別紙に

とりまとめましたので、公表いたします。  

 

御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

意見の概要 意見に対する対応方針又は

考え方 

近年の大規模の民間施設については 125cc 以

上の一時的なバイク利用が可能にはなっている

ものの、各駅に設置されている市営駐輪場にお

いて全てが、125cc以上の自動二輪車定期利用で

きる施設がありません。また、大半がまだ 125cc

以上の一時利用もできません。そして民間の定

期駐輪施設も無い状況です。 

125cc以上の自動二輪車の利用もできるよう、

ご検討お願い申し上げます。 

横浜市自転車駐車場の附

置等に関する条例施行規則

及び自転車駐車場の附置等

に関する手引の一部改正に

関する内容ではありません

が、御意見の趣旨につきま

しては、今後の市営駐輪場

運用の参考とさせていただ

きます。 

 


